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○個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和４年１２月２７日 

福井県条例第３６号 

個人情報の保護に関する法律施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第

５０７号）で使用する用語の例による。 

２ この条例において、実施機関とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、

公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業

の管理者および警察本部長ならびに県の設立に係る地方独立行政法人をいう。 

（登録簿） 

第３条 実施機関（県の設立に係る地方独立行政法人を除く。）は、個人情報を取り扱う事務であって、

個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情

報が記録された地方公共団体等行政文書（法第６０条第１項に規定する地方公共団体等行政文書をい

う。）を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」という。）を開始しようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）を作成し、一般の閲覧に供す

るとともに、当該作成した登録簿の写しを知事に送付しなければならない。記載した事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

(１) 個人情報取扱事務の名称 

(２) 個人情報取扱事務の目的 

(３) 個人情報を収集する根拠 

(４) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

(５) 個人情報の対象者 

(６) 個人情報の記録項目 

(７) 個人情報の収集先 

(８) その他実施機関（県の設立に係る地方独立行政法人を除く。）が定める事項 

２ 実施機関（県の設立に係る地方独立行政法人を除く。）は、前項の規定により作成した登録簿に係

る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

(１) 県の職員および市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条に規定する
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職員（以下「県職員等」という。）または県職員等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関

する個人情報取扱事務 

(２) 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関す

る個人情報取扱事務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、福井県個人情報保護審査会条例（平成１４年福井県条例第６号）

第２条第１項に規定する福井県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関（県の設立に係る

地方独立行政法人を除く。）が定める個人情報取扱事務 

４ 第１項の規定にかかわらず、公安委員会または警察本部長は、同項第６号もしくは第８号に掲げる

事項の一部もしくは同項第７号に掲げる事項を登録簿に記載し、または個人情報取扱事務について登

録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第６号もしくは第８号に掲げる事項の一部も

しくは同項第７号に掲げる事項を登録簿に記載せず、またはその個人情報取扱事務について登録簿を

作成しないことができる。 

（開示請求に係る手数料等） 

第４条 法第８９条第２項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第８７条第１項の規定による

文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しな

ければならない。 

（開示決定等の期限） 

第５条 法第８２条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から１４日以

内にしなければならない。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の延長） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報（法第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。）

が著しく大量であるため、開示請求があった日から４４日以内にその全てについて開示決定等をする

ことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施

機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残り

の保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関

は、前条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

(１) この条の規定を適用する旨およびその理由 
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(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（訂正決定等の期限） 

第７条 法第９３条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から２９日以

内にしなければならない。ただし、法第９１条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第８条 法第１０１条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった日か

ら２９日以内にしなければならない。ただし、法第９９条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に

規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 

第９条 法第１１９条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は、２万１，０００円に

次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

(１) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

(２) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合に限

る。） 

２ 法第１１９条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機

関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(１) 次号に掲げる者以外の者 法第１１５条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に

関する契約を締結する者が法第１１９条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額

と同一の額 

(２) 法第１１５条（法第１１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該行政機

関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 １万２，６００円 

（実施機関相互の調整等） 

第１０条 知事は、個人情報の保護に関する制度（次項において「個人情報保護制度」という。）が適

正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。 

２ 知事は、個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。 
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（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

（運用状況の公表） 

第１２条 知事は、毎年度法の運用状況を公表しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（福井県情報公開条例の一部改正） 

２ 福井県情報公開条例（平成１２年福井県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（福井県個人情報保護条例の一部改正） 

３ 福井県個人情報保護条例（平成１４年福井県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（福井県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例（以下「旧条例」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第３条第１項の

規定により作成された登録簿とみなす。 

５ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた旧条例第１３条第１項、第２６条第

１項または第３３条第１項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。 

６ 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 


